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第21条　法第53条第３項第２号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(１)　幅員６メートル以上の二つの道路（幅員６メートル以上の公園、広場、水面その他これらに類するものを含
む。以下この号において同じ。）によりできている内角が120度以下の角にある敷地又は幅員６メートル以上の
二の道路にはさまれた敷地で、その敷地の外周の４分の１以上がこれらの道路に接するもの

(２)　幅員４メートル以上の道路又は法第42条第２項の知事が指定した道及び幅員８メートル以上の道路によ
りできている内角が120度以下の角にある敷地で、その敷地の外周の３分の１以上がこれらの道路に接し、か
つ、当該外周の８分の１以上が各々の道路に接するもの（前号に該当するものを除く。）

(３)　敷地の外周の４分の１以上が、幅員６メートル以上の道路に接し、かつ、その道路を隔てて幅員10メート
ル以上の公園、広場、水面その他これらに類するものに面するもの（前２号に該当するものを除く。）

（街区の角にある敷地等の指定）

【角地緩和】建築基準法第53条第３項第２号 岩手県が指定する敷地

岩手県　建築基準法施行細則

■次の各号に該当する敷地においては、建ぺい率の緩和（指定建ぺい率＋10％）を受けることができます。

ア） ａ、ｂ ≧ 6ｍ
※ａ、ｂ…公園、広場、水面その他

これらに類するものを含む

イ） θ ≦ 120度

ウ） (ℓ1＋ℓ2)／Ｌ ≧ 1／4
※Ｌ＝全体周長

ア） ａ ≧ 4ｍ または ａ＝法第42条２項道路

及び

ｂ ≧ 8ｍ

イ） θ ≦ 120度

ウ） (ℓ1＋ℓ2)／Ｌ ≧ 1／3

かつ

ℓ1／Ｌ ≧ 1／8 、 ℓ2／Ｌ ≧ 1／8
※Ｌ＝全体周長

ア） ａ ≧ 6ｍ

イ） ｂ ≧ 10ｍ

ウ） ℓ1／Ｌ ≧ 1／4
※Ｌ＝全体周長
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